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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社では、「株主、顧客、従業員、調達先、地域社会などとの調和及び共生を通じた企業価値の増大化」を図るため、コーポレート・ガバナンスを
「経営の透明性、公正性を確保する最重要な経営機能」の一つと位置付けております。このような認識のもと、将来に向けて当社が持続的に成長
する会社となることを目指し、経営における意思決定の迅速化、効率化に注力するとともに、業務執行に対する監督機能強化のための体制を整
備してまいります。
　なお、当社は監査役制度を採用しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則4-2 補充原則4-2-1】（取締役会の役割・責務（2））
　経営陣の報酬については、引き続き情報収集を行い、任意の報酬委員会において、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する
よう、客観性・透明性ある手続きに従って報酬制度を設計し、具体的な報酬額を検討しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】（政策保有株式）
(1)政策保有に関する方針
　当社は、企業価値向上のための中長期的な持続的発展を目的に、株式の政策保有を行っております。

（2)政策保有株式の保有に関する検証
　当社は政策保有株式の検証にあたっては、取締役会において、個別の政策保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コスト等社内で定め
る基準に見合っているか、取引先との関係維持・強化及び事業戦略上のシナジー効果等の保有目的に沿っているかを基に精査しています。な
お、保有の妥当性が認められないと判断した場合には縮減するなどの見直しを行います。

（3)議決権行使に関する方針
　当社は、当社事業への影響、当社への還元姿勢、投資先の中長期的な企業価値向上等の観点から、投資先の議案を総合的に精査した上で、
議決権を行使することとしております。

【原則1－7】（関連当事者間の取引）
　当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、関係法令及び社内規程により、取締役会における承認を得ることとし、当該
取引を実施した場合は、重要な事実を取締役会に報告することとしています。
　また、当社は「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき、関連当事者を１年に１
回調査・特定し、当該関連当事者との取引の把握に努めております。
　なお、開示対象となる取引がある場合は、開示を行ってまいります。

【原則2-6】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）
　当社では、企業年金に係る規程を策定し、従業員の安定的な資産形成に努めております。また、運用受託機関に対するモニタリング機能として
は、運用担当者の体制及び能力、運用体制等に関する定性的評価を加えた総合的な評価を実施しております。
　今後、モニタリング機能の更なる強化のため、専門性を持った人財の育成及び人財の計画的な配置に努めてまいります。
　また、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反については、適切に管理しております。

【原則3-1】（情報開示の充実）
（1）経営理念　経営計画等
　当社の経営理念及び経営計画等を当社のホームページ
　http://www.k-neturen.co.jp/
　にて公表しております。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本
構成、企業属性その他の基本情報」、「１．基本的な考え方」に記載しております。

（3）取締役等の報酬決定に関する方針と手続き
１）方針
　取締役会が、取締役の報酬額を決定するにあたっては、株主総会で決議された報酬額の限度内において、取締役会で承認された役員報酬内
規に定める基準に基づいて決定することを方針としております。

２）手続き
　取締役の報酬額は、任意の報酬委員会において、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続き
に従って具体的な報酬額を算出するよう検討し、取締役会に提案いたします。

http://www.k-neturen.co.jp/
http://www.k-neturen.co.jp/


　また、社外取締役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度を考慮して決定しております。

（4）取締役・監査役候補の選解任に当たっての方針と手続き
１）方針
　当社の経営陣幹部及び取締役候補者については、下記の基準により任意の指名委員会で審議後、取締役会に提案し、選任を決定しておりま
す。
①社内・社外を問わず人格・見識に優れた人物であり、経営課題を認識し、解決できる能力を有すること。
②豊富な業務上の専門知識と経験を有し、高度な組織運営力を有すること。
③社外取締役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確
保するための提言や助言ができる資質を有すること。

　また、監査役候補者については、下記の基準により監査役会の同意を得て取締役会に提案し、決定します。
①株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行を監査し、企業の健全で持続的な発展に貢献できる資質を有すること。
②社内・社外を問わず人格・見識に優れた人物であり、経営課題を認識し、提言や助言ができる資質を有すること。
③社外監査役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確
保するための提言や助言ができる資質を有すること。

２）手続き
　取締役及び監査役は、上記方針を踏まえた上で、取締役会及び監査役会での審議・議論を経て選任が決定されます。
　なお、解任についても同様の手続きにより決定されます。

(5)社外取締役・社外監査役候補者の選任理由は、本報告書「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・
ガバナンス体制の状況」に記載しております。
　すべての取締役・監査役候補者は、株主総会参考書類において、当該候補者の選任理由を開示しております。

【補充原則4-1-1】（経営陣に対する委任の範囲）
　取締役会は、法令・定款及び取締役会規程に定められた事項及び経営に関する基本方針等重要な業務に関する事項を決定し、経営陣に対し
ては、決定された内容に基づいた事業運営を委任範囲として、社内規程に明確に定めております。

【原則4-9】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
　取締役会は、金融商品取引所が定めている独立性基準に従って内規を制定し、社外取締役を選任しております。

【補充原則4-11-1】（取締役会全体のバランス、多様性等に関する考え方）
　取締役会は、当社の全体的な企業価値向上に資する見識・経験・能力を保有する取締役及び社外取締役によって構成されているため、取締役
会全体はバランスと多様性がとれた構成となっております。
　なお、取締役の選任に関する方針については、本報告書「原則３－１（4）」に記載しております。

【補充原則4-11-2】（取締役・監査役の兼任状況）
　当社の取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合は、定時株主総会の招集通知に重要な兼職等として記載いたします。

【補充原則4-11-3】（取締役会の実効性評価）
　当社は、年１回３月に取締役会全体の実効性について、全取締役・監査役による自己評価アンケートを実施し、結果を分析、評価を行っておりま
す。その評価は、現状の取締役会全体の実効性について、十分に機能しているとの結果でしたが、一例として、取締役・監査役のトレーニングの
システム整備を求める意見があり、今後は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を通じ、さらな
る充実に努めてまいります。

【補充原則4-14-2】（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）
　当社は、取締役及び監査役（新任者含む）が、各々の役割や責務を遂行できるよう、社内外の各種研修会に会社の費用において参加させてお
ります。
　また、当社内の関連部門も、必要に応じて資料などの情報提供や概要説明といった支援を常に行っております。

【原則5-1】（株主との建設的な対話に関する方針）
　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するように、以下の方針に基づいて株主との建設的な対話を促進する体制整備
を行っております。
(1)株主との対話全般については、担当取締役が統括しており、必要に応じ、関連部門との連携に基づき対処しております。

(2)定期的に、機関投資家向け決算説明会・工場見学会、個人投資家向けＩＲセミナー等を開催しております。

(3)株主総会開催においては、その終了後、株主懇談会を実施し、対話の充実を図っております。

(4)株主からの意見内容は、取締役会に報告されております。また、取締役会（社外取締役含む）は、その内容について検討を行い、必要に応じて
適切な措置を取るよう努めております。

(5)対話に際してのインサイダー情報の管理については、当社の「インサイダー取引防止に関する規程」に基づき、厳重に情報管理を行っておりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】



氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,382,100 8.28

日本製鉄株式会社 3,101,800 7.60

株式会社三菱UFJ銀行 1,432,100 3.50

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NVI01
(常任代理人　香港上海銀行東京支店) 

1,174,900 2.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,099,000 2.69

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ LONDON CARE OF ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ BANK AND TRUST，BOSTON SSBT
C A/C UK LONDON BLANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

1,056,200 2.58

知多鋼業株式会社 1,029,500 2.52

株式会社メタルワン 976,800 2.39

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227
(常任代理人　株式会社みずほ銀行) 

959,900 2.35

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZ
ON FUND
(常任代理人　香港上海銀行東京支店) 

950,200 2.32

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（注）１
上記のほか当社所有の自己株式 2,983,637株があります。

（注）２
所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

寺浦　康子 弁護士

花井　嶺郎 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

寺浦　康子 ○ 　寺浦康子氏は、エンデバー法律事務所
のパートナー弁護士であります。同事務
所と当社との間に重要な取引はありませ
ん。
　また、寺浦康子氏は、2019年６月27日付
けでセイコーホールディングス株式会社の
社外取締役に就任しております。同社と
当社との間に重要な取引はありません。
　当社と寺浦康子氏は、会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、その限度額は法令が定める額と
しております。

【当社が寺浦康子氏を社外取締役として選任
する理由】
　弁護士としての専門的な知識と豊富な経験に
より、当社とは独立した立場から積極的に提言
や助言を行うことで、取締役会の意思決定の
適正性確保に貢献してまいりました。
　また、女性活躍等働き方の多様化に対して専
門性を発揮し、社内女性活躍の推進に適切な
助言を行っております。以上のことから、当社
の社外取締役として適任であると判断したため
であります。

【2019年３月期の取締役会出席状況及び発言
状況】
　当期に開催された取締役会18回のすべてに
出席し、主に弁護士としての専門的な知識・経



験からの発言を行っております。

【独立役員の指定理由等】
　寺浦康子氏は、東京証券取引所が定める独
立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないと判断したためであ
ります。

花井　嶺郎 ○

　当社と花井嶺郎氏は、会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、その限度額は法令が定める額と
しております。

【当社が花井嶺郎氏を社外取締役として選任
する理由】
　専門的な知識に加え、経営者として豊富な経
験と実績を活かし、技術開発力向上と事業拡
大における検討項目に関して助言など行って
おります。
　また、経営者および次世代リーダーのレベル
アップのための経営課題について提言を頂くな
ど、積極的かつ適正な助言により、課題解決に
貢献してまいりました。以上のことから、当社の
社外取締役として適任であると判断したためで
あります。

【2019年３月期の取締役会出席状況及び発言
状況】
　当期に開催された取締役会18回のすべてに
出席し、主に製造業に関する専門的な知識に
加え、経営者としての豊富な経験と実績からの
発言を行っております。

【独立役員の指定理由等】
　花井嶺郎氏は、東京証券取引所が定める独
立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないと判断したためであ
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 6 0 1 2 0 3 社内取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 6 0 1 2 0 3 社内取締役

補足説明

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役社長、社外取締役、監査役、社外監査役を構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置
しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、随時監査役会を開催するとともに、取締役会等の重要な会議への出席及び重要書類の閲覧等により取締役の職務執行状況を監査
するほか、会計監査人及び内部監査室との相互連携並びに関係会社から経営状況の報告を受けることなどにより、監査の実効性を高めておりま
す。
　監査役は、会計監査人から監査方針を含む監査計画の説明を受けるとともに、随時、会計監査の状況及び結果について意見交換を行っており
ます。さらに、必要に応じて会計監査に立会い監査状況の確認を行っております。



　内部監査室につきましては、内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。なお、組織上の人員は１名で構成されておりますが、監査役
及び会計監査人のほか、必要に応じて内部統制統括室、安全衛生・環境対策室、品質保証本部等のモニタリング機能を有する専門部門との連携
により監査の実効性を高めております。
　監査役は、内部監査室と監査計画及び結果に関する意見交換を行うとともに、随時、内部監査室の監査に立会い監査の実効性を高めておりま
す。
　なお、内部統制につきましては、内部統制統括室が整備、運用し、内部監査室がモニタリングしております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

吉峯 寛 他の会社の出身者 △

中野　竹司 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉峯 寛 ○

　吉峯寛氏は、当社の大株主及び主要取
引金融機関である株式会社三菱ＵＦＪ銀
行の出身者であります。
　当社と吉峯寛氏は、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ており、その限度額は法令が定める額とし
ております。

【当社が吉峯寛氏を社外監査役として選任する
理由】
　他社における経営者としての豊富な知識と経
験を活かし、当社とは独立した立場から取締役
の職務執行などについて監査を遂行すること
で、取締役会の意思決定の適正性確保に貢献
しております。以上のことから、当社の社外監
査役として適任であると判断したためでありま
す。

【2019年３月期の取締役会及び監査役会出席
状況及び発言状況】
　当期に開催された取締役会18回のうち17回
に出席し、また、当期に開催された監査役会14
回のすべてに出席し、主に他社における豊富
な経験・知見からの発言を行っております。

【独立役員の指定理由等】
　吉峯寛氏は、東京証券取引所が定める独立
役員の要件を満たしており、一般株主と利益相
反が生じるおそれがないと判断したためであり
ます。

中野　竹司 ○ 　中野竹司氏は、中野公認会計士事務所
の所長及び奥・片山・佐藤法律事務所の
パートナー弁護士であります。両事務所と
当社との間に重要な取引はありません。
　また、中野竹司氏は、2019年６月25日付

【当社が中野竹司氏を社外監査役として選任
する理由】
　公認会計士・弁護士として専門的な知識と経
験を有しており、当社とは独立した立場から取
締役の職務執行などについて監査を遂行する



けでアルヒ株式会社の社外監査役に就任
しております。同社と当社との間に重要な
取引はありません。
　当社と中野竹司氏は、会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、その限度額は法令が定める額と
しております。

資質を有しております。以上のことから、当社
の社外監査役として適任であると判断したため
であります。

【2019年３月期の取締役会及び監査役会出席
状況及び発言状況】
　当期に開催された取締役会18回のすべてに
出席し、また、当期に開催された監査役会14回
のすべてに出席し、主に公認会計士、弁護士と
しての専門的な知識・経験からの発言を行って
おります。

【独立役員の指定理由等】
　中野竹司氏は、東京証券取引所が定める独
立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないと判断したためであ
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」、「１．機関構成・組織運営等
に係る事項」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2019年３月期の役員報酬等
取締役（社外取締役を除く。）・・・基本報酬 173百万円、対象となる役員の員数 11人
監査役（社外監査役を除く。）・・・基本報酬 16百万円、対象となる役員の員数 1人
社外役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・基本報酬 28百万円、対象となる役員の員数 4人

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査
役に区分し、社内規程の定める基準に基づいて決定することとしております。取締役報酬については、役位に応じた役付部分と役位ごとの基準金
額及び前事業年度の業績等を勘案した上で、決定しております。なお、業績評価部分の各取締役の評価は、任意の報酬委員会での審議後、取
締役会に提案し、決定しております。また、社外取締役につきましては、業績と連動せず会社への貢献度等を勘案し、決定しております。その他詳
細事項につきましては、同規程に定めております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役の補佐については管理本部が、また、社外監査役の補佐については内部監査室及び管理本部が行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

　当社では制度はありますが、現在、該当する者はいません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【コーポレート・ガバナンス体制の概要及びその体制を採用する理由】
（１）基本的な考え方
　本報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」、「１．基本的な考え方」に記載のとお
りであります。

（２）現状の体制
（会社の機関）
　取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督するための機関として、定時取締役
会を毎月１回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めてお
ります。なお、2019年３月期の有価証券報告書提出日現在の取締役10名で、そのうち２名は社外取締役であります。取締役10名は、男性９名、女
性１名で、監査役３名を含めた役員13名のうちの女性の比率は7.7％であります。
　また、取締役の任期は１年としております。これは、急激に変化する経営環境に迅速に対応するとともに、機動的かつ効率的な事業展開を行
い、事業年度毎の取締役の経営責任をより明確にするためであります。
　一方、経営における意思決定の迅速化、効率化に対応するため、役付取締役を構成員とした常務会を毎月１回以上開催し、経営の基本方針、
戦略、計画及び重要事項を協議しております。なお、常務会には社外取締役及び監査役も出席することができることになっております。
　また、取締役及び各部門の部門長を構成員とした経営会議を毎月１回以上開催し、各部門及び関係会社の経営状況並びに経営課題につき報
告、審議を行っております。
　このほか、コンプライアンス委員会、全社ＣＳＲ推進委員会及び内部統制推進委員会等を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており
ます。
　当社は、監査役制度を採用しており、2019年３月期の有価証券報告書提出日現在の監査役３名のうち２名が社外監査役であります。

（責任限定契約の内容の概要）
　当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度として負担するものとしております。な
お、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について
善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
　当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する会社規程を定め、職務の適正性及び独立性が損なわれないよう配慮しております。ま
た、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
　会計監査人の再任については、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）に基づき、毎年、監査役会に諮り決議することとしてお
ります。

（内部監査及び監査役監査の状況）
　本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」、「１．機関構成・組織運営等
に係る事項」の【監査役関係】に記載のとおりであります。

（内部統制システムの整備の状況）
　本報告書「内部統制システム等に関する事項」の「１．内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況」に記載のとおりであります。

（会計監査の状況）
　当社は井上監査法人による監査を受けております。2019年３月期の有価証券報告書の会計監査業務を執行した公認会計士は、萱嶋秀雄、吉
松博幸の２名であり、会計監査業務に係る補助者は公認会計士４名その他２名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社のコーポレート・ガバナンス体制は、本報告書「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナン
ス体制の概要）」に記載のとおり、会議、委員会及び社内規程等によるものに加え、本社部門及び事業部等各部門間の相互牽制体制を確立する
ことにより機能していると認識しております。これを社外取締役と監査役会等が連携することで、より一層の体制確保が可能になると判断している
ためであります。

【社外取締役に関する事項】
　本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」、「１．機関構成・組織運営等



に係る事項」の【取締役関係】に記載のとおりであります。

【監査役の機能強化に係る取組状況】
　本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」、「１．機関構成・組織運営等
に係る事項」の【監査役関係】に記載のとおりであります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　直近の定時株主総会は2019年６月26日に開催し、その招集通知は2019年６月７日に発送し
ております。
　また、招集通知の当社ホームページへの掲載は、発送日の前日である2018年６月６日に行っ
ております。

集中日を回避した株主総会の設定 　直近の定時株主総会は2019年６月26日に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 　当社が指定する議決権行使専用ウェブサイトを利用することのみ可能となっております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

　株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権の
行使が可能となっております。

招集通知（要約）の英文での提供 　招集通知（要約）の英文版を当社ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　適時開示規程を定め、ネツレン・ディスクロージャーポリシー（会社情報開示
方針）を当社ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　個人投資家向けＩＲセミナー（年１回程度）の開催に加え、事業内容の理解促
進を通じた積極的な情報開示を行っております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　ＩＲミーティングの実施、機関投資家向け決算説明会（年２回）、機関投資家向
け工場見学会（年１回程度）の開催に加え、事業内容の理解促進を通じた投
資家層の拡大を図るため、積極的な情報開示を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　基本的に、東京証券取引所のＴＤｎｅｔによる適時開示を行ったものについて
掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
　管理本部企画管理部及び管理本部経理部にて担当しております。なお、ＩＲ
に関する責任者は、情報取扱責任者が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

　「ネツレングループ経営理念」、「企業行動倫理基準」及び「ＣＳＲ基本規程」を定めておりま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　環境保全活動につきましては、地球環境との共生を基本とし、「環境方針」及び「環境保全管
理規程」を定めております。また、「ＣＳＲ基本規程」に基づき、ＣＳＲ活動を推進しております。
　また、2019年10月、ステークホルダーの皆様向けに「ネツレンＣＳＲレポート２０１９」を発行して
おります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　法令、東京証券取引所の適時開示規則等に基づいて、ステークホルダーに対し、適時に適切
な方法で情報提供を行っております。また、「適時開示規程」を定め、ネツレン・ディスクロー
ジャーポリシー（会社情報開示方針）を当社ホームページに掲載しております。

その他
　2019年12月現在、当社では２名の女性管理職がその役についております。引き続き、女性の
活躍促進・機会の拡大に向けた施策を展開してまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及び当社子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を次のとおり定めております。

ａ　当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」、「ＣＳＲ基本規程」及び「コンプライアンス規程」等の経営理念、倫理・行
動基準、会社規程等に従い、当社及び当社グループの役員・従業員等は、法令及び定款等の会社規程を遵守するとともに、適切に当社グループ
の社会的責任を果たすこととしております。
　当社は、当社グループの役員・従業員等に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成に努めることとしております。ま
た、当社グループは「内部通報制度」（コンプライアンス・ヘルプライン）を常設することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、社員
等から直接情報提供が行える体制をとることとしております。
　当社及び当社グループの役員・従業員等は、「反社会的勢力対応管理規程」等に基づき、グループ全体において、社会的な秩序及び企業の健
全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切の関わりを持たないこととしております。

ｂ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　法令及び会社規程に従い、取締役はその職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、適切に保存し、管理す
ることとしております。
　取締役及び監査役は、会社規程の定めに基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。

ｃ　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制の整備）
　品質、コンプライアンス、災害、環境、情報管理等に係る当社グループ全体のリスク管理については、「関係会社管理規程」及び「リスクマネジメ
ント基本規程」を定め、管理本部企画管理部及び安全衛生・環境対策室が組織横断的にリスク状況の監視及び全社的対応を行うこととしておりま
す。また、内部監査室が定期的に各部門のリスク管理の状況を監査し、必要に応じて、取締役会またはコンプライアンス委員会等に報告すること
としております。
　「危機管理規程」を定め、危機（重大な不測の事態）が発生した場合の情報収集、報告方法及び緊急対策本部設置等の対応方法を明確化する
とともに、地震、水害等の自然災害に対しては別途対応マニュアルを定めることとしております。

ｄ　当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき職務権限及び意思決定ルールを明確化するとともに、当社グループにこれに準拠した体制を構
築させることとしております。
　グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとにその進捗及び経営状況を把握し、グループ全体の重点経営目標を定めることとしております。
　取締役会は原則月１回以上開催するとともに、月１回以上役付取締役、社外取締役及び常勤監査役の出席による常務会を開催することにより、
経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図ることとしております。

ｅ　当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社ごとに管理担当部門及び管理担当部門長を定め、当該管理担当部門長は担当会社のコーポレー
ト・ガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の構築・整備を行うこととしております。
　監査役、内部監査室、安全衛生・環境対策室及びコンプライアンス委員会は関係会社を定期的に監査することにより、グループ内において業務
の適正を確保することとしております。
　財務報告の信頼性確保については、内部統制統括室及び内部統制推進委員会等を設置のうえ、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づ
き、グループ内における財務報告に係る内部統制体制の整備を進め、これを適切に運用することとしております。

ｆ　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門長は関係会社の事業計画、経営状況、財務状況、その他重要な情報について、関係会社に報告
を求めるとともに、年２回定期的にグループ会議を開催し、関係会社の代表者は経営内容等について報告することとしております。
　不測の事態が発生した場合は、グループ会社は速やかに管理担当部門長に報告することとしております。

ｇ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役は、内部監査室等の要員に対し、その補助者として監査業務を行うよう指揮命令できることとしております。

ｈ　前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　前号補助者の人事異動及び人事評価については、常勤監査役の事前の同意を得なければならないものとしております。
　前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないこととしております。

ｉ　取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
　当社の役員・従業員等は、監査役に対して、速やかに、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、
コンプライアンス・ヘルプラインによる内部通報内容を報告することとしております。
　監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、審議事項がある時または求めに応じて、意見を述べることができるものとし
ております。

ｊ　当社子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
　当社グループの役員・従業員等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行うものと
しております。
　当社グループの内部通報制度の受付窓口であるコンプライアンス委員会事務局は、当社グループの役員・従業員等からの内部通報の状況につ
いて、適宜、当社監査役に対し報告するものとしております。

ｋ　前号の報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止
し、その旨を当社グループの役員・従業員等に周知徹底することとしております。

ｌ　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、管理本部企画管理部に



おいて審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または
債務を処理するものとしております。

ｍ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役と代表取締役及びその他の取締役は、定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図ることとしております。
　監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的にまた随時に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査人から報告を求めることができるも
のとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社取締役会において「内部統制基本方針」を定め、その中で、「グループ全体において、社会的な秩序及び企業の健全な活動に悪影響を与
えるあらゆる個人・団体とは、一切関わりを持たない」ことを宣言しております。この方針を徹底するため、「ネツレングループ企業行動倫理基準」
に、「わたしたちは、社会的な秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは、一切関わりを持ちません。」と掲げております。
　これらの基本方針、企業行動倫理基準に基づき、当社グループ全体において「反社会的勢力からの不当要求拒絶」はもちろんのこと、「反社会
的勢力との一切の関係遮断」に取り組んでおります。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況
　「反社会的勢力対応管理規程」を制定し、その中で、目的、基本方針はもとより、関係遮断のための心得、具体的対応方法等を定めておりま
す。また、不測の事態に備え、「危機管理規程」を制定し、危機発生時に適切な対応が取れるよう、体制を整備しております。
　当社の反社会的勢力対応部署は、管理本部企画管理部を統括部署とし、管理本部企画管理部長が管理統括責任者となっております。また、
管理本部企画管理部管理課長を担当責任者としております。なお、当該担当責任者を不当要求防止責任者に任命し、警察に届け出ております。
　研修・啓蒙活動につきましては、ポスターの掲出を行うとともに、担当責任者が定期的に外部研修会へ参加し、また、当社グループの総務担当
者等に対し、定期的に社内研修を実施しております。
　当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の会員企業であり、警察、弁護士、暴追センター等の外部機関との連携を強化す
るとともに、必要に応じて情報収集等を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げ
る事項）は次のとおりであります。

（１）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社グループは、熱処理技術を中核とし、常に新商品・新事業の開発を進めることにより、社会の発展に貢献することを企業理念に掲げており
ます。この理念に沿って、株主の皆様から経営についての負託を受けた当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針を決定するにあたり、中長
期的な視点から経営戦略を立案・実行し、当社グループの競争力・収益力を向上させることにより、企業価値、ひいては、株主共同の利益の向上
を目指すことが株主の皆様に対する責務であると考え、これを実行してまいりました。
　他方、当社の財務及び事業の方針の決定に関する支配権の交代を意図する者(以下「買収提案者」といいます。)が現われた場合には、そのよう
な者を受け入れるか否かの最終判断は、株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株主の皆様が、買収提案者の提案
が当社の企業価値を最大限に反映しているものか否かを適切に判断することは必ずしも容易ではありません。特に、当社株式の急激な大量買付
け行為が行われ、株主の皆様に十分な情報も時間も与えられない状況下で判断を迫られるような場合には、適切な判断を行うことは極めて困難
であることが予想されます。したがいまして、当社取締役会は、買収提案者の提案について、その提案がなされた時点における株主の皆様が十
分な情報を相当な検討期間に基づいた適切な判断(インフォームド・ジャッジメント)を行えるよう、合理的なルールを予め策定し、これによって、株
主の皆様が当社の企業価値の最大化された利益を享受できるようにすることが、当社取締役会の責務であると考えております。もとより、このよう
なルールは、取締役が自己の地位の維持を図るなど、取締役会による恣意的判断の入る余地のない公正で透明性の高いものでなければなりま
せん。

（２）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
　当社は、買収を行おうとする者が具体的買付け行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株式の大量買付けに関する適正
ルール（「株主意思確認型」買収防衛策）」（以下「適正ルール」といいます。）を2007年11月15日開催の取締役会の決議により導入して以来、更新
を重ねながら維持してまいりましたが、その信頼性・法的安定性を一層高めるべく、適正ルールの導入・更新等について株主意思の確認を行う仕
組みに変更することとし、2017年６月28日開催の第106回定時株主総会で株主の皆様にご承認いただきました。
　適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するため、必要な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提
案に関し、インフォームド・ジャッジメント（必要な情報と相当な検討期間に基づいた適切な判断）を行えるようにすることを目的としており、当社の
株券等を20％以上取得しようとする者（買収提案者）がいる場合、買収提案者の買収提案が適正ルールに定める要件（必要情報及び検討期間）
を満たすときは、その時点における株主の皆様が、対抗措置である新株予約権の発行（無償割当てを含む。以下同じ）の可否に関し、直接判断を
下す仕組みを定めております。
　適正ルールに基づく新株予約権の発行は、①買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合、②株主の皆様が新株予約権の発行に
賛同した場合に限られます。　
　また、当社は、当社の社外取締役又は社外監査役の中から当社取締役会の決議に基づき選任される３名の者により構成される委員会（適正
ルールにおいて「独立委員会」といいます。）を設置しております。独立委員会は、当社取締役会が新株予約権の無償割当てを決議しようとする場
合に、当社取締役会の諮問に応じて意見を述べるものとしております。
当社は、当該適正ルールを2017年５月11日付「株式の大量買付けに関する適正ルール（買収防衛策）の変更に関するお知らせ」として公表してお
ります。

（３）上記取り組みについての取締役会の判断
　適正ルールは、買収提案がなされた場合に対抗措置(新株予約権の発行)を発動するか否かを株主の皆様に必要な情報と相当な検討期間に基
づき判断していただくためのルール及び手続きを定めたものです。
　適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な判断を当社株主の皆様に委ねることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益の
確保・向上を図るものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありま
せん。
　以上から、当社取締役会は、適正ルールが上記「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に沿うものであ
ると判断しております。 

（４）適正ルールの有効期間
　適正ルールの有効期間は、2017年６月28日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。当社は、株主総会の際に出席株主の議決権の過半数の賛同を得たうえで、適正ルールの有効期間を３年間更新することができるものとし、そ
の後も同様とします。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【会社情報の適時開示に係る社内体制の状況】
　当社は、会社情報（インサイダー取引規制に基づく重要事実およびフェア・ディスクロージャー・ルールに基づく重要情報）の適時開示につきまし
て、コーポレートガバナンスを有効に機能させるために、コンプライアンス及びアカウンタビリティとあわせ、経営上の重要課題として位置付けてお
り、より一層の充実に努めております。
　決算情報を含む会社情報の発生、決定及び適時開示の手続きにつきましては、東京証券取引所適時開示規則に従うとともに適時開示情報の
取扱いに関する社内規程である「インサイダー取引防止に関する規程」、「適時開示規程」等に基づき、迅速性、正確性、公平性、そして、平易性
を重視のうえ適時開示を行うことを基本方針としております。
　なお、当社の適時開示に関する基本方針として「ネツレン・ディスクロージャーポリシー（会社情報開示方針）」を定め当社ホームページに掲載し
ております。
　当社は、各部門の職務遂行責任を明確にするとともに、相互牽制システムを採用しております。また、内部監査室による内部監査、コンプライア
ンス委員会における審議、監査役監査、会計監査人監査等により適時開示が適切に運用されていることを確認いたしております。

（１）会社情報の把握方法



　会社情報を統括的に把握、管理する部門は、管理本部企画管理部であります。また、会社情報の取扱いに関する責任者は、東京証券取引所
に届け出ている情報取扱責任者であります。なお、決算情報については、主に管理本部経理部が担当しております。
　本部（管理本部等）、事業部（工場、営業所等）、研究部門、子会社等で発生または決定した会社情報は、管理本部企画管理部へ報告されま
す。また、決算情報は、管理本部経理部へ報告されます。
　管理本部企画管理部及び管理本部経理部では、「会社情報適時開示ガイドブック（東京証券取引所）」に基づき、会社情報を「決定事実に関す
る情報」、「発生事実に関する情報」、「決算に関する情報」に分類するとともに適時開示が必要か否か、必要とされない場合においても任意に開
示を行うか否かの検討を行います。

（２）会社情報の適時開示に関する手続き
　会社情報が適時開示に該当する場合は、管理本部企画管理部及び管理本部経理部において、その詳細について調査し、開示資料及び説明資
料を作成いたします。
　これを速やかに定時（または、臨時）取締役会（または、常務会）に報告、承認を受けた後に東京証券取引所が定める方法により適時開示を行っ
ております。




